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共同・協業販路開拓支援補助金
ものづくり補助金
持続化補助金
事業再構築補助金
IT導入補助金
マーケットイン輸出ビジネス拡大支援事業
輸出ターゲット国における輸出支援体制の確立強化事業
食産業の戦略的海外展開支援事業
グローバル産地づくり推進事業
輸出環境整備推進事業
地域食品産業連携プロジェクト（ＬＦＰ）推進事業
食品産業の輸出向けＨＡＣＣＰ等対応施設の整備
新事業創出・食品産業課題解決に向けた支援
海外展開・酒蔵ツーリズム補助金
フロンティア補助金
高度外国人材の活用促進
海外ECサイトへの「JAPAN MALL」設置
JETROによる農林水産物・食品の輸出促進の取組①
JETROによる農林水産物・食品の輸出促進の取組②
J-GoodTech（ジェグテック）
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輸出全般
（相談・PR・プロモーション・

マッチング）

設備導入

販路開拓

技術実証



共同・協業販路開拓支援補助金 ＜経済産業省＞
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販路開拓

✓ 地域振興等機関（※）が主体的・中心的な役割を担い、複数の中小企業・小規模事業者の商品・サービス
の販路開拓を支援する取り組みを支援

※地域に根付いた企業の販路開拓を支援する機関
（商工会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、商店街振興組合、その他要件を満たす法人）

申請類型 概要 補助上限額 補助率

展示会・商談会型

商談目的の展示会・商談会で展示・宣伝を行い、支援す
る企業の商品・サービスの特長または価値が顧客に伝わるこ
とによって、企業の新たな取引先を増加させる取組

5,000万円
経費区分毎に定額
または２／３以内

催事販売型
支援する企業の商品・サービスの物販会や即売会により、
企業の売上高増加を支援する取組

マーケティング拠点型

支援する企業の商品・サービスの想定ターゲットが申請時点
で明確化されており、補助事業を通じて、想定ターゲットに
具体的かつ継続的なマーケティングを行う拠点・仕組みを構
築する取組

応募・問い合わせ先 全国商工会連合会 共同・協業販路開拓支援補助金事務 https://www.shokokai.or.jp/kyodokyogyo/

https://www.shokokai.or.jp/kyodokyogyo/


ものづくり補助金 ＜経済産業省＞

-3-

✓ 中小企業等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善等に資する設備投資等を支援

✓ 海外市場の拡大・強化を目的とした設備投資等に取り組む事業者に対して、補助率や補助上限額の優遇

申請類型 概要
補助上限額

※従業員規模で異なる
補助率

通常枠 革新的な製品開発等に必要な設備投資等を支援

750万円
1,000万円
1,250万円

中小：1/2
小規模、再生：2/3

回復型賃上げ・
雇用拡大枠

業況が厳しい事業者が賃上げ等に必要な設備投資等を支
援

2/3
デジタル枠 DXに資する製品開発等に必要な設備投資等を支援

グリーン枠 温室効果ガス排出削減に資する設備投資等を支援
1,250万円
2,000万円
4,000万円

グローバル市場
開拓枠

海外事業の拡大・強化に資する設備投資等を支援 3,000万円
中小：1/2
小規模：2/3

応募・問い合わせ先 ものづくり補助金事務局 https://portal.monodukuri-hojo.jp/index.html

販路開拓 設備導入

https://portal.monodukuri-hojo.jp/index.html


持続化補助金 ＜経済産業省＞
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項 目 通常枠 賃金引上げ枠 卒業枠 後継者支援枠 創業枠

対象者

補助
対象経費

機械装置等費、広告費、展示会等出展費、旅費 等

補助上限額

補助率

50万円、２/３ 200万円、２/３

(赤字事業者は３/４)

200万円、２/３ 200万円、２/３ 200万円、２/３

申請要件
(第11回
公募時点)

―

事業場内最低賃金を
地域別最低賃金より＋
30 円以上とした事業
者

小規模事業者の従業員
数を超えて規模を拡大す
る事業者

アトツギ甲子園のファイナリ
ストになった事業者

過去３年以内に「特定創業
支援事業」による支援を受け
創業した事業者

商業・サービス業（宿泊業・娯楽業除く） 従業員 ５人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 従業員 ２０人以下
製造業その他 従業員 ２０人以下

小規模事業者 等

※免税事業者からインボイス発行事業者に転換する場合、全ての枠で一律に50万円の 補助上限上乗せを行います。（最大上限額
250万円）
※令和元年度・3年度補正予算事業において、「インボイス枠」で採択された事業者は、令和4年度第2次補正予算における補助上限
上乗せの対象外です。

✓ 小規模事業者等が経営計画を自ら策定し、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む販路開拓等の
取組を支援

応募・問い合わせ先

＜北海道内の商工会地区の方＞
北海道商工会連合会 ℡ 011-251-0102 URL:https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/

＜商工会議所地区の方＞
商工会議所地区 補助金事務局 ℡ 03-6632-1502 URL: https://r3.jizokukahojokin.info/

※申請には地域の商工会・商工会議所が発行する「事業支援計画書」が必要です。発行に時間を要する場合がありますので、余裕をもってご相談ください。

販路開拓 設備導入

https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/
https://r3.jizokukahojokin.info/


事業再構築補助金 ＜経済産業省＞

✓ 新市場進出、事業・業種転換、事業再編、国内回帰又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事
業再構築に意欲を有する、中小企業等の挑戦を支援

必須要件
（全枠共通）

•事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む中小企業等。

•補助事業終了後3～5年で付加価値額の年率平均3.0％～5.0％（申請枠により異なる）以上増加、又は従業員一人当たり付加
価値額の年率平均3.0％～5.0％（申請枠により異なる）以上増加の達成。

補助対象経費 建物費、機械装置・システム構築費、研修費、廃業費等

申請類型 補助上限額（※１） 補助率

成長枠（※2）
（成長分野への大胆な事業再構築に取り組む事業者向け）

2,000万円、 4,000万円、5,000万円、 7,000 万円 （※２）
中小1/2、中堅1/3

（※４）

グリーン成長枠（※2）
（研究開発・技術開発又は人材育成を行いながら、グリーン成長戦略
「実行計画」 14 分野の課題の解決に資する取組を行う事業者向け）

＜エントリー＞中小:4,000万円、 6,000 万円、8,000万円 （※２）、中
堅:1 億円
＜スタンダード＞中小:1 億円、中堅 :1.5 億円

中小1/2、中堅1/3
（※４）

産業構造転換枠
（国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の事業
者向け）

2,000万円、 4,000万円、5,000万円、 7,000万円 （※２）
廃業を伴う場合2,000 万円上乗せ

中小2/3、中堅1/2

サプライチェーン強靱化枠
（海外で製造する部品等の国内回帰を進め、国内サプライチェーンの強
靱化及び地域産業の活性化に資する取組を行う事業者向け）

5億円 中小1/2、中堅1/3

物価高騰対策・回復再生応援枠
（業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事業者向け）

1,000万円、1,500万円、2,000万円、3,000万円（※２）
中小2/3（一部3/4）
中堅1/2（一部2/3）

最低賃金枠
（最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況
の厳しい事業者向け）

500万円、1,000万円、1,500万円（※２） 中小3/4、中堅2/3

応募・問い
合わせ先

事業再構築補助金事務局
https://jigyousaikouchiku.jp/
＜ナビダイヤル＞0570-012-088

<IP電話>03-4216-4080 -5-

販路開拓 設備導入

（※1 ）補助下限額は 100 万円
（※2 ）補助事業終了後 3～5 年で中小企業・特定事業者・中堅企業の規模から卒業する事業者に対する

上乗せ枠（卒業促進枠）又は 継続的な賃金引上げに取り組むと共に従業員を増加させる事業者に
対する上乗せ枠（大規模賃金引上促進枠）に応募可能

（※3 ）従業員規模により異なる
（※4 ）補助事業期間内に賃上げ要件を達成した場合、補助率を中小 2/3 、中堅 1/2 に引上げ

https://jigyou-saikouchiku.jp/


IT導入補助金 ＜経済産業省＞

-6-

✓ 中小企業等の付加価値向上に資するITツールの導入や、インボイス制度への対応も見据えた企業間取引の
デジタル化のほか、サイバー攻撃被害が事業継続を困難とする事態を回避するための支援

枠名 通常枠
セキュリティ対策

推進枠 デジタル化基盤導入枠

類型名 A類型 B類型 ー
商流一括
インボイス
対応類型

デジタル化基盤導入類型
複数社連携
IT導入類型

補助
対象者

中小企業・小規模事業者等
大企業
等

中小企業・小規模事業者等

補助額

5万円
～
150万
円未満

150万円
～

450万円
以下

5万円
～

100万円

ITツール
（ｲﾝﾎﾞｲｽ制度に
対応し、受発注
機能を有するも

の）

ITツール

(会計・受発注・決
済・ECの機能を有す

るもの)

PC等 レジ等

a. デジタル化基盤導入類型の対象経費
⇒左記と同様

b. それ以外の経費
⇒補助上限額は50万円×グループ構成員

数、補助率は2/3
（１事業あたりの補助上限額は、3,000万

円（(a)+(b))及び事務費・専門家費）

左記ITツールの使

用に資するもの

～350万円
～50万円
以下

50万円
超～350
万円

～10
万円

～20
万円

補助率
1/2
以内

1/2
以内

1/2
以内

2/3
以内

1/2
以内

3/4
以内

2/3
以内

1/2
以内

対象経費

ソフトウェア購入

費、クラウド利用

費（最大2年分）、

導入関連費

サービス利用料

（最大

2年分）

クラウド利用費
（最大2年分）

ソフトウェア購入費、クラウド利用費（最大2年分）、ハードウェア購入費、導入関連費

【複数社連携IT導入類型のみ】上記に加え事務費・専門家費

応募・問い合わせ先 IT導入補助金事務局ポータルサイト https://www.it-hojo.jp/

設備導入

https://www.it-hojo.jp/


マーケットイン輸出ビジネス拡大支援事業 ＜農林水産省＞
【令和５年度予算概算決定額2,360（2,622）百万円、令和４年度補正予算額7,600百万円】

✓ 円安による外需の拡大を最大限に活用し、2025年２兆円の目標を前倒しで達成できるよう、戦略的な輸出拡
大へのサポート、品目団体の輸出力強化、日本食・食文化の魅力発信による日本産品の海外での需要拡大
等の取組を実施
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輸出全般
（相談・PR・プロモーション・

マッチング）



輸出ターゲット国における輸出支援体制の確立強化事業 ＜農林水産省＞
【令和５年度予算概算決定額240（240）百万円、令和４年度補正予算額761百万円】

✓ 主要な輸出先国・地域において、JETRO海外事務所等を活用した輸出支援プラットフォームを設置・運営し、
輸出先国の規制、消費者ニーズなどをとりまとめたカントリーレポートの作成、オールジャパンでのプロモーション戦
略の立案等の取組を通じて、輸出事業者を専門的・包括的・継続的に支援

輸出全般
（相談・PR・プロモーション・

マッチング）
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食産業の戦略的海外展開支援事業 ＜農林水産省＞
【令和５年度予算概算決定額217（235）百万円】

✓ 農林水産物･食品の輸出拡大を後押しし、日本の農林水産業者・食品事業者の利益となる海外展開を官民で
連携して推進するため、海外展開に役立つ各国の法制度、政策動向等に関する情報収集・分析、日本の事業
者への情報提供等により、海外展開の多様な課題への対応について積極的に支援

輸出全般
（相談・PR・プロモーション・

マッチング）



グローバル産地づくり推進事業 ＜農林水産省＞
【令和５年度予算概算決定額925（954）百万円、令和４年度補正予算額1,695百万円】

✓ GFP（農林水産物・食品輸出プロジェクト）を通じて産地育成、安定供給体制の強化を図るため、輸出産地に
よる輸出事業計画の策定・実行支援、輸出診断や商流構築の実施、加工食品の輸出強化、輸出関連信用
保証支援、輸出支援プラットフォーム等との連携、品目等の課題に応じた取組
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輸出全般
（相談・PR・プロモーション・

マッチング）
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輸出環境整備推進事業 ＜農林水産省＞
【令和５年度予算概算決定額1,597（1,674）百万円、令和４年度補正予算額948百万円】

✓ 農林水産物・食品輸出本部の下で、輸出先国の規制の緩和・撤廃に向けた協議の加速化を推進するとともに、
輸出手続の円滑化や輸出に取り組む事業者の利便性の向上を図る取組、輸出先国が求める食品安全規制等
に対応するための事業者の取組を支援

輸出全般
（相談・PR・プロモーション・

マッチング）
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地域食品産業連携プロジェクト（ＬＦＰ）推進事業 ＜農林水産省＞
【令和５年度予算概算決定額 124（192）百万円、令和４年度補正予算額 100百万円】

✓ 地域の農林水産物を有効活用するため、地域の食品産業を中心とした多様な関係者が、それぞれの経営資源
を結集するプラットフォームを設置して、地域の社会課題解決と経済性が両立する新たなビジネスを継続的に創
出する仕組みの構築を支援

輸出全般
（相談・PR・プロモーション・

マッチング）
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食品産業の輸出向けHACCP等対応施設の整備 ＜農林水産省＞
【令和５年度予算概算決定額 152（600）百万円、令和４年度補正予算額 6,000百万円】

✓ 食品製造事業者等が行う輸出先国等の規制・条件（食品衛生、ハラール・コーシャ等）に対応した施設の新設
及び改修、機器の整備を支援

設備導入
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新事業創出・食品産業課題解決に向けた支援 ＜農林水産省＞
【令和５年度予算概算決定額112（166）百万円】

✓ 食品産業が直面する課題の解決やフードテック等の新技術の活用による新事業の創出に向け、プラットフォームの
運営による課題解決策の検討及び知見の共有、実態把握の調査や実証の取組の支援

技術実証
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日本産酒類海外展開支援事業費補助金
（海外展開・酒蔵ツーリズム補助金） ＜国税庁＞

✓ 日本産酒類の輸出促進には、商品等の高付加価値化や、認知度向上に向けた取組が重要であることから、酒
類事業者による海外展開（販路拡大・ブランド化）や酒蔵ツーリズムを推進する取組を支援

輸出全般
（相談・PR・プロモーション・

マッチング）

※現在、公募は締切済
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新市場開拓支援事業費補助金
（フロンティア補助金） ＜国税庁＞

✓ 酒類事業者が直面する国内需要の減少、酒類事業従事者の高齢化といった構造的課題や、新型コロナウイル
ス感染症拡大の影響により顕在化した課題への解決に向けて、国内外の新市場を開拓するなどの意欲的な取
組を支援

輸出全般
（相談・PR・プロモーション・

マッチング）

※現在、公募は締切済



高度外国人材の活用促進 ＜経済産業省・JETRO>
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輸出全般
（相談・PR・プロモーション・

マッチング）

✓ 日本企業の海外展開や新たな視点によるイノベーションの創出等の促進の観点から、高度な知識・技術を有する
外国人材の活用を促進

✓ 日本企業（中堅・中小企業）における外国人学生等のインターン受入れや、外国人材の採用から定着までの
伴走型支援を実施

外国人材活躍支援パッケージ国際化促進インターンシップ事業

ジェトロでは、海外展開をめざす中堅・中小企業の高
度外国人材の活用（準備、採用、受入、定着）を、 3
つのプログラムからなるパッケージで支援。同時に、
ジェトロの専門相談員が寄り添いながら、各社の現状、
課題、目標を把握し、高度外国人材活用で結果を出す
サポートを実施。

経済産業省では、高度外国人材の活用に意欲的な中
堅・中小企業に対し、海外大学の学生等のインターン
受入れ機会を提供することを通じ、海外情報の獲得や
高度外国人材の社内受入体制の整備などを支援。



海外ECサイトへの「JAPAN MALL」設置 ＜経済産業省・JETRO>
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輸出全般
（相談・PR・プロモーション・

マッチング）

✓ コロナ禍において、世界各国・地域でEコマースを活用した輸出・販売がますます伸展するなか、ジェトロでは海外
主要ECサイトによる日本商品の買取・販売事業であるJAPANMALL事業を実施

✓ JAPAN STREET（※）に商品情報を登録後、調達を希望するECサイトのバイヤーにジェトロが紹介し、バイ
ヤーが希望する商品を買い取り、現地のECサイトの倉庫にストックし、消費者に販売

（※）ジェトロの基準を満たす限られた海外のバイヤーのみが閲覧可能な招待制オンラインカタログサイト（一般向け非公開）のこと。JAPAN MALL事業の連携海外ECバイヤーは
JAPAN STREETに登録しており、ジェトロはJAPAN STREETを通じてバイヤーへの商品紹介を行う。

【事業イメージ】



制度・マーケット情報の提供

農林水産物・食品の
輸出支援ポータル
https://www.jetro.go.jp
/agriportal.html

輸出セミナーの開催

輸出プロモーターによる個別支援

事業者の輸出戦略の策定から契約締結まで一貫してサポートす
る「輸出プロモーター」を国内に配置し、各種輸出指導、海外への
商談随行等、輸出契約締結までの一連の支援を実施。

商社マッチング

農林水産物・食品の輸出を行う商社等の「輸出協力企業」と輸
出に意欲があるにも関わらず貿易業務に不慣れな農林水産物・
食品事業者等との国内マッチングを実施。

事業者が迅速かつ容易に輸出先国の制度及び市場情報を把
握できるよう、各国の輸出手続や制度改正等について調査し、
JETROポータルサイトで情報提供を実施。

輸出を目指す事業者を対象とした商談スキル向上、最新の海
外マーケットやトレンド、品目別での輸出先国の規制や輸出を進め
るためのポイント等、テーマ・内容に応じた輸出セミナーを開催。

輸出戦略のアドバイス、輸出体制構築支援
マーケット情報の収集支援

バイヤー情報の収集支援
商談会・見本市動向

商談フォローアップ支援
契約締結アドバイス

代金回収

審
査

一貫した
サポートを提供
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✓ 輸出事業者等へのサポートとして、セミナーの開催、制度・マーケット情報の提供、各種専門家の設置、輸出プロ
モーターによる個別支援、国内での食品輸出事業者と商社のマッチング等を実施

農林水産物・食品の輸出促進の取組① ＜JETRO>
輸出全般

（相談・PR・プロモーション・
マッチング）

https://www.jetro.go.jp/agriportal.html


食品サンプルショールーム

JETRO海外事務所等に食品サンプルを常設展示するショール
ームを設置し、現地バイヤーとの商談機会を提供。企画展やオン
ライン商談等も実施。

海外見本市出展・商談会開催

海外で開催される食品等有力見本市にジャパンパビリオンを設
置し、事業者の出展支援や国内外での商談会も実施。オンライ
ン方式も併用し、商品発見から商談までのプロセスを支援。

海外コーディネーターによる各種サポート

現地の食品市場に精通した「海外コーディネーター」を海外各
国・地域に配置し、現地在住の専門家ならではの視点から、相
談対応、現地バイヤー発掘、マッチング支援等を実施。

日本産食材サポーター店等と連携したプロモーション

海外で日本産食材を積極的に使用している日本産食材サポ
ーター店（飲食・小売店）等と連携し、重点品目の販路拡大に
向けた日本産食材等のプロモーションを実施。

北米（ニューヨーク、ロサンゼルス、サンフランシスコ）、
欧州（ロンドン、パリ、ミラノ、ベルリン、モスクワ）、北
東アジア（北京、上海、広州、香港、ソウル、台湾）
、東南アジア（シンガポール、バンコク、マニラ、クアラル
ンプール、ホーチミン、ニューデリー）、大洋州（シドニ
ー）、中南米（サンパウロ、メキシコシティ）
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輸出全般
（相談・PR・プロモーション・

マッチング）

✓ ビジネスマッチング支援等として、国内外での商談会開催及び海外見本市への出展支援等によるビジネスマッチン
グ支援、さらに海外在住の専門家によるサポート、日本産食材等の需要喚起のためのプロモーション等を実施

農林水産物・食品の輸出促進の取組② ＜JETRO>



J-GoodTech（ジェグテック） ＜中小機構＞
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輸出全般
（相談・PR・プロモーション・

マッチング）

✓ 日本の中小企業と国内外の企業をつなぐ無料の「ビジネスマッチングサイト」

✓ 国内外の企業へ情報を発信し、最適なビジネスパートナーを見つけ、製品開発や新規取引に結びつけられるよ
うに登録企業を支援

運営 登録対象者 J-GoodTechの機能 中小機構の支援内容

中小機構

・国内中小企業
・国内大手企業
・海外企業
・支援機関

・自社の技術・製品・サービス等の発信
・企業情報の検索・連絡
・ニーズ情報の発信・提案
・イベント情報等の情報収集

※登録対象者ごとに使用できる機能
が多少異なる

登録企業同士のマッチングをサポート。具体的な支援内容は
下記の通り。

・ジェグテック内の自社専用ページのブラッシュアップ支援
・各社に関連するニーズ情報案内
・ニーズ発信・提案の支援

※課題をヒアリングし、最適なジェグテック活用方法をご案内さ
せていただくことも可能



●農林水産省北海道農政事務所・・・・札幌市中央区南22条西6丁目2-22  エムズ南22条第2、第3ビル
生産経営産業部事業支援課 Tel：011-330-8810 E-mail:do.yusyutsu@maff.go.jp

●経済産業省北海道経済産業局・・・・札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎5階
地域経済部食・観光産業課 Tel：011-736-9706

E-mail:bzl-hokkaido-shokukanko@meti.go.jp

●札幌国税局 ・・・・札幌市中央区大通西10丁目（札幌第2合同庁舎）
課税部 酒類業調整官 Tel：011-231-5011（内線：4502）

●ジェトロ北海道 ・・・・札幌市中央区北1条西2丁目 北海道経済センター9階
Tel：011-261-7434 E-mail:sap@jetro.go.jp

●中小機構北海道本部 ・・・・札幌市中央区北2条西1丁目1番地7 ORE札幌ビル6階
企業支援部支援推進課 Tel: 011-210-7472
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～ Do★食輸出Platform お問い合わせ先一覧 ～


